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平成２８年１１月１８日 

情報通信行政･郵政行政審議会電気通信事業部会 

部会長  辻  正 次 殿 

電気通信番号委員会  

主 査  酒 井  善 則 

報 告 書 

 平成２８年９月２７日付け諮問第３０８９号をもって諮問された事案について、調査の

結果、下記のとおり報告します。 

記 

１ 本件、電気通信番号規則等の一部改正については、諮問のとおり改正することが適

当と認められる。 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は別添のとおりである。
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電
気
通
信
番
号
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
等
案
に
対
す
る
意
見
及
び
そ
れ
に
対
す
る
考
え
方
 

意
見
 

考
え

方
 

意
見
１
 

考
え
方
１
 

基
礎
的
電
気
通
信
役
務

の
提
供

に
係
る
交

付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
の
改
正

に
よ

り
、
02
0
番
号
は
ユ
ニ

バ
ー
サ

ル
料
負
担

の
対
象
外
と
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
他
の

指
定
要
件
緩
和

に
つ
い
て

も
通
信

事
業
者
の

投
資
コ
ス
ト
低
減
に
繋
が
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
、
ひ
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
利
用
料
低
減
に
資
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
 

ま
た
、
M2
M
等
専
用
番
号
化
(将

来
的
に
は

11
桁
か
ら
の
桁
増
し
)に

よ
り
、
ス
マ
ー
ト

メ
ー
タ
ー
な
ど

M2
M
通
信
シ
ス
テ
ム
等
の
普
及
が
促
進
さ
れ
、
分
散
型
電
源
や
需
要
家
を

含
め
た
新
エ
ネ

ル
ギ
ー
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス

テ
ム
の
導
入
に
よ
る
省
エ
ネ
、
蓄
エ
ネ
、
創

エ
ネ

社
会

の
実

現
、

さ
ら

に
は

、
Io
T

活
用

社
会

の
実

現
に

よ
る

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
創

出
、
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
 

こ
の
た
め
、
速
や
か
な
省
令
の
施
行
を
実
施
い
た
だ
く
こ
と
を
要
望
し
ま
す
。
 

（
九
州
電
力
株
式
会
社
）
 

本
改
正
案
に
賛
同
い
た
だ
い
た
も
の
と
し
て
承
り
ま
す
。
 

意
見
２
 

考
え
方
２
 

（
全
体
に
つ
い
て
）
 

M2
M
等
専
用
番
号
（
02
0）

の
導
入
に
向
け
た
、
今
回
の
電
気
通
信
番
号
規
則
等
の
改
正

案
は

、
07
0
番

号
の

枯
渇

抑
制

に
つ

な
が

る
と

と
も

に
、

今
後

の
Io
T
・

M2
M(
MV
NO

含

む
）
の
更
な
る
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
方
針
に
賛
同
致
し
ま
す
。
 

（
電
気
通
信
番
号
規
則
改
正
案
 
第
九
条
三
の
二
）
 

電
気

通
信

番
号

規
則

 
第

九
条

三
の

二
の

改
正

案
に

お
け

る
M2
M

等
専

用
番

号

（
02
0）

の
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
平
成

28
年

9
月

27
日
に
実
施
さ
れ
た
情
報
通

信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
 
電
気
通
信
事
業
部
会
（
第

7
4
回
）
配
布
資
料
「
資
料

74

－
3
」

に
て

、
「

電
気

通
信

番
号

規
則

等
の

一
部

改
正

の
概

要
①

 
M2
M

等
専

用
番

号

（
02
0
）
の
対
象
と
す

る
サ
ー
ビ

ス
の
範
囲

」
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

02
0
番
号
適
用

範
囲
に
賛
同
い
た
し
ま
す
。
 

07
0
番
号
の
枯
渇
対
策
に
今
後
も
取
り
組
む
べ
く
、
料
金
プ
ラ
ン
に
応
じ
て

02
0
の
割

り
当
て
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
 

本
改
正
案
に
賛
同
い
た
だ
い
た
も
の
と
し
て
承
り
ま
す
。
 

 
本
規
則
に
従
い
、
02
0
番
号
を
適
切
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
料
金

プ
ラ
ン
に
応
じ
て
割
り
当
て
る
か
は
、
そ
の
料
金
プ
ラ
ン
が
本
規
則
に
則
っ
て
い
る
か
で

判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

別
 
添
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（
電
気
通
信
番
号
規
則
改
正
案
 
当
初

11
桁
と
す
る
点
に
つ
い
て
）
 

M2
M
等
専
用
番
号

の
桁
数

に
つ

い
て
は

、
携
帯
電
話
事
業
者
・
M2
M
サ
ー
ビ
ス
利
用
事

業
者
等
の
シ
ス
テ
ム
改
修

等
に
係

る
期
間
や

投
資
を
考
慮
し
、
関
連
サ
ー
ビ
ス
が
迅
速
か

つ
円
滑
に
提
供
で
き
る

よ
う
、

従
来
の
携

帯
電
話
と
同
じ

11
桁
と
す
る
こ
と
に
賛
同
致

し
ま
す
。
 

な
お
、
今
後
の
更
な
る

M2
M
等
の
需
要
増
を
吸
収
す
る
に
十
分
な
番
号
空
間
の
確
保
に

つ
い
て
は
、
標
準
化
動
向
や
将
来
の

M2
M
等
の
需
要
を
勘
案
し
、
関
係
者
で
再
度
議
論
し

慎
重
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
肝
要
と
考
え
ま
す
。
 

 （
告
示
改
正
案
）
 

パ
ケ
ッ
ト
＋
SM
S
サ
ー
ビ

ス
に

お
い
て

、
利
用
者
間
（
H2
H
つ
ま
り
人
と
人
の
間
）
で

の
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
（
SM
S）

に
は

M2
M
等
専
用
番
号
（
02
0）

を
利
用
せ

ず
、
H2
M/
M2
H
に
お
け
る

M
に
つ
い
て
、
M2
M
等
専
用
番
号
(0
20
) 
の
対
象
と
な
り
う
る

こ
と
は
、
02
0
番
号

の
適
用
範

囲
が
広
が

る
こ
と
か
ら
、
07
0
番
号
の
更
な
る
枯
渇
対
策

に
資
す
る
と
考
え
る
た
め
賛
同
致
し
ま
す
。
 

 （
電
気
通
信
事
業
法
関
係
審
査
基
準
）
 

「
携
帯
電
話
番
号
の
有

効
利
用

に
向
け
た

電
気
通
信
番
号
に
係
る
制
度
の
在
り
方

」
答

申
（
平
成

27
年

12
月

17
日
）
に
も
記
載
の
と
お
り
、
M2
M
市
場
の
特
性
上
、
製
品
に
通

信
モ
ジ
ュ
ー
ル

を
組
み
込

む
製
造

段
階
で
番

号
が
必
要
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
番
号
が

SI
M
に
書
き
込
ま

れ
て
か

ら
開

通
す
る

ま
で
の

期
間
を
要
す
る
半
黒

SI
M
（
番
号
は

SI
M

に
書

き
込

ま
れ

て
い

る
が

未
開

通
の

番
号

）
が

多
数

存
在

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

た

め
、
半
黒

SI
M
を
「
需
要
の
見
込
み
」
に
含
め
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ま
す
。
 

 

（
株
式
会
社

NT
T
ド
コ
モ
）
 

 

 今
後
の
更
な
る

M2
M
等
の
需
要
増
を
吸
収
す
る
に
十
分
な
番
号
空
間
の
確
保
に
は
、
桁

増
し
が
有
効
な
方
策
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
携
帯
電
話
事
業
者
の

ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
改
修
等
の
た
め
の
投
資
費
用
と
十
分
な
準
備
期
間
が
必
要
と
な
る
と

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の

M2
M
の
番
号
需
要
の
状
況
等
を
踏
ま
え
検
討
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
 

    

本
改
正
案
に
賛
同
い
た
だ
い
た
も
の
と
し
て
承
り
ま
す
。
 

      

M2
M
 
等
専
用
番
号
の
需
要
見
込
み
の
算

出
に
お
い
て
、
07
0
番
号
の
不
足
（
枯
渇
）
及

び
ご
指
摘
の
状
況
を
考
慮
し
、
既
に

SI
M
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
未
開
通
で
あ
り
最
終

利
用
者
に
付
与

さ
れ
て
い
な
い
番
号
に
つ
い
て
は
、
「
需
要
の
見
込
み
」
の
数
に
含
め
て

も
支
障
が
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

   

意
見
３
 

考
え
方
３
 

M2
M
等
専
用
番
号
の

指
定
要
件

（
電
気
通

信
番
号
規
則
）
に
つ
い
て
、
携
帯
電
話
番
号

の
有
効
利
用
に
向
け
た

電
気
通

信
番
号
に

係
る
制
度
の
在
り
方
 答

申
（
平
成

27
年

12

月
17

日
 
情
報
通
信

審
議
会

）
に
お
い

て
は
、
「
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
相

互
接
続
に
つ
い

て
は
、
指

定
要
件

に
は
含
め

な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
今
回

の
省
令
案

に
お
い

て
は
、
「

直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介

し
て
第
一
種
指

定
電
気
通

信
設
備

と
の
間
で

第
９
条
第
１
項
第
３
号
の
２
に
規
定
す
る
電

気
通
信
番
号
に

係
る
呼
の

接
続
を

行
わ
な
い

こ
と
」
を
指
定
要
件
と
す
る
よ
う
変
更
さ
れ

て
い
ま
す
。
 

M2
M
等
専
用
番
号
に

つ
い
て
は

、
基
本
的

に
は
「
機
器
間
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て

・
今
般
の
制
度

改
正
は
、
デ
ー
タ
を
中
心
と
し
た
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
急
速
な

需
要
拡
大
に
よ
る
携
帯
電
話
番
号
の
枯
渇
対
策
、
及
び

Io
T
時
代
に
お
い
て
、
需
要
が
さ

ら
に
増
大
す
る
と
見
込
ま
れ
る

M2
M
の
特
性
に
対
応
し
た
番
号
制
度
が
必
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
M2
M
等
専
用
番
号
と
し
て

02
0
番
号
を
創
設
す
る
も
の
で
す
。
 

・
情
報
通
信
審
議
会
で
は
、
02
0
番
号
を
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
負
担
金
の
徴

収
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
お
り
、
02
0
番
号
を
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
負
担
金
の
徴
収
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
で
、
02
0
番
号
へ
の
移
行
の
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
な
が
る
と
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
電
気
通
信
番
号
政
策
委
員
会
第

17

回
（
平
成

27
年

10
月

1
日
）
）
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通
信
を
行
う
こ
と
に
よ
り

、
情
報

を
収
集
し

た
り
機
器
を
作
動
さ
せ
た
り
す
る
シ
ス
テ
ム

で
利
用
す
る
こ
と
」
が
想

定
さ
れ

て
い
る
も

の
の
、
「
特
定
の
相
手
方
に
限
定
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
音
声
通
信
で
の
利
用
も
認
め
る
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

当
該
規
定
は

NT
T
東
西
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
利
用
し
な
い
事
業
者
サ
ー
ビ

ス
へ
の
着
信
を
可
能
と

す
る
一

方
で
、
NT
T
東
西
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
利
用

す
る
事
業
者
サ
ー
ビ
ス
に
着
信
す

る
場
合
に

限
り
、
同
番
号
が
利
用
で
き
な
い
と
す

る
整

理
を
図
る
も
の
で
あ
り

、
M2
M
等

専
用
番

号
を
用
い
た
シ
ス
テ
ム
か
ら
着
信
で
き
る
電
気

通
信
事
業
者
の
サ
ー
ビ
ス

が
限
定

さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
利
用
形
態
と
す
る
こ

と
は
利
用
者
利
便
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
繋
が
り
か
ね
な
い
と
考
え
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
M2
M
等
専
用
番

号
の
指
定

要
件
に
つ
い
て
は
、
省
令
案
別
表
第
二
第
８

項
第
２
号
の
「
直
接
又
は

他
の
電

気
通
信
事

業
者
の
網
を
介
し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信

設
備
と
の
間
で

第
９
条
第

１
項
第

３
号
の
２

に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
係
る
呼
の
接

続
を
行
わ
な
い

こ
と
。
」

と
す
る

の
で
は
な

く
、
今
回
の
答
申
と
同
様
に
「
第
一
種
指
定

電
気
通
信
設
備

と
の
相
互

接
続
に

つ
い
て
は

、
指
定
要
件
に
は
含
め
な
い
こ
と
が
適
当
で

あ
る
。
」
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
 

 

（
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
）
  

・
他
方
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
制
度
で
は
、
受
益
者
負
担
の
考
え
方
か
ら
、
制
度
的

に
、
NT
T
東
西
の
加
入
電
話
等
と
相
互
接
続
が
可
能
か
否
か
で
、
当
該
番
号
を
利
用
す
る

事
業
者
が
負
担
を
負
う
対
象
と
な
る
か
を
判
断
し
て
い
ま
す
。
 

・
従
っ
て
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
負
担
金
の
徴
収
の
対
象
外
と
す
る
た
め
に

は
、
単
に
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
義
務
を
要
件
と
し
な
い
と
す
る
だ
け
で

は
不
十
分
で
あ
り
、
積
極
的
に
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
接
続
し
な
い
こ
と
を
制
度

的
に
担
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
指
定
要
件
と
し
た
も
の
で
す
。
 

・
ま
た
、
利
用
者
利
便
の
観
点
か
ら
は
、
02
0
番
号
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
負
担
金
の
徴
収
の
対
象
外
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
M2
M
通
信
を
利
用
者
が
よ
り
利
用
し

や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
も
し
、
利
用
者
が
、
NT
T
東
西
と
相

互
接
続
す
る
音
声
通
話
を
必
要
と
す
る
場
合
、
従
来
ど
お
り

07
0
等
番
号
を
利
用
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。
 

・
こ
の
よ
う
に
、
02
0
番
号
の
新
設
は
、
利
用
者
の
用
途
に
応
じ
て

07
0
等
番
号
ま
た
は

02
0
番
号
を
利
用
す
る
と
い
う
番
号
の
選
択
肢
を
増
や
す
も
の
で
あ
り
、
利
用
者
の
利
便

性
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

・
な
お
、
今
後
と
も

02
0
番
号
利
用
者
の
動
向
等
を
注
視
し
、
番
号
制
度
の
円
滑
な
利
用

に
向
け
て
、
総
務
省
に
お
い
て
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
適
当
と
考
え
ま
す
。
 

 

意
見
４
 

考
え
方
４
 

M
2M

等
専
用
番
号
の
指
定
要
件
（電

気
通
信
番
号
規
則
）に

つ
い
て
、
携
帯
電
話
番
号

の
有
効
利
用
に
向
け
た
電
気
通
信
番
号
に
係
る
制
度
の
在
り
方

 答
申
（平

成
27

年
12

月
17

日
 
情
報
通
信
審
議
会
）に

お
い
て
は
、
「第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
相
互

接
続

の
義
務

は
、
音
声
通
話
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
広

く
当
該

設
備

や
他
事

業
者
網

の
利

用
者

と
接
続
で
き
る
こ
と
が
利
用
者
の
利
益
の

た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
設
け
ら
れ
て

い
る
も
の

で
あ
る
。
一

方
、
当

該
相

互
接

続
を
行

う
に
は

、
携

帯
電

話
事

業
者

及
び
固

定

電
話

事
業

者
に
お
い
て
相

応
の

準
備

期
間

や
コ
ス
ト
を
要

す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
①

M
2M

サ
ー
ビ
ス
は
専
ら
デ
ー
タ
通
信
を
行

う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
音
声
通
話
を
伴
い
、
固

定
電

話
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利

用
者

全
般

と
接

続
す
る
必

要
が

あ
る
サ

ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は

、

M
2M

等
専
用
番
号
の
対
象
と
は

し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
一
種
指
定
電
気
通

信
設

備
と
の
相

互
接
続
に
つ
い
て
は
、
指
定
要
件
に
は
含
め
な
い
こ
と
が

適
当

で
あ
る
。
」

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

 

一
方

、
今

回
の
省
令
案
に
お
い
て
は
、
上
記
答
申

以
降

特
段

の
議

論
の

な
い
ま
ま
に
、

「
基

礎
的

電
気

通
信
役
務
の
提
供
に
係

る
交
付
金
及

び
負

担
金

算
定

等
規

則
の

改
正

に

よ
り
ユ
ニ
バ
料
負
担
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
を
明
確
化
」す

る
こ
と
を
目
的
に
「直

接
又
は
他

の
電
気
通
信
事
業
者

の
網
を
介

し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
間
で
第
９
条
第
１

・
今
般
の
制
度
改
正
は
、
デ
ー
タ
を
中
心
と
し
た
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
急
速
な

需
要
拡
大
に
よ
る
携
帯
電
話
番
号
の
枯
渇
対
策
、
及
び

Io
T
時
代
に
お
い
て
、
需
要
が
さ

ら
に
増
大
す
る
と
見
込
ま
れ
る

M2
M
の
特
性
に
対
応
し
た
番
号
制
度
が
必
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
M2
M
等
専
用
番
号
と
し
て

02
0
番
号
を
創
設
す
る
も
の
で
す
。
 

・
情
報
通
信
審
議
会
で
は
、
02
0
番
号
を
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
負
担
金
の
徴

収
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
お

り
、
02
0
番
号
を
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
負
担
金
の
徴
収
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
で
、
02
0
番
号
へ
の
移
行
の
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
な
が
る
と
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
電
気
通
信
番
号
政
策
委
員
会
第

17

回
（
平
成

27
年

10
月

1
日
）
）
 

・
他
方
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
制
度
で
は
、
受
益
者
負
担
の
考
え
方
か
ら
、
制
度
的

に
、
NT
T
東
西
の
加
入
電
話
等
と
相
互
接
続
が
可
能
か
否
か
で
、
当
該
番
号
を
利
用
す
る

事
業
者
が
負
担
を
負
う
対
象
と
な
る
か
を
判
断
し
て
い
ま
す
。
 

・
従
っ
て
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
負
担
金
の
徴
収
の
対
象
外
と
す
る
た
め
に

は
、
単
に
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
義
務
を
要
件
と
し
な
い
と
す
る
だ
け
で

は
不
十
分
で
あ
り
、
積
極
的
に
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
接
続
し
な
い
こ
と
を
制
度

的
に
担
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
指
定
要
件
と
し
た
も
の
で
す
。
 

・
ま
た
、
利
用
者
利
便
の
観
点
か
ら
は
、
02
0
番
号
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
に
係

4



項
第

３
号

の
２
に
規
定

す
る
電
気
通
信
番
号
に
係

る
呼

の
接

続
を
行

わ
な
い
こ
と
。
」
と
変

更
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

 

ま
た
、
答
申
で
は
、

M
2
M

等
専
用
番
号
と
し
て
、
「特

定
の
者
（コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
等

）の
み
と
の
間
で
行
わ
れ
る
」場

合
は
音
声
通
話

で
の
利
用

も
認

め
ら
れ

て
い

た
と
こ
ろ
で
す
が
、
省
令
案

の
と
お
り
施
行

さ
れ

た
場
合
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を

利
用

し
た

N
T
T

東
西
の
固
定
電
話
や
他
事
業
者
の
直
収
電
話
等
に
は
通
信
で
き
な
く
な

り
、
一
部
の
利
用
者
に
つ
い
て
利
便
が
損
な
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

 

 
し
た
が

っ
て
、
ユ
ニ
バ

料
負

担
の

対
象

外
と
す
る
こ
と
の

是
非

や
一

部
の

利
用

者
の

利

便
を
損
ね

る
可
能
性
に
つ
い
て
、
改
め
て
十
分
な
議
論
や
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
「第

一
種

指
定
電
気
通
信
設
備
と
接
続
し
な
い
こ
と
」を

M
2M

等
専
用
番
号
の
指
定
要
件
と
す
る
べ

き
か
判
断
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

 

 

（
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
）
 

 

る
負
担
金
の
徴
収
の
対
象
外
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
M2
M
通
信
を
利
用
者
が
よ
り
利
用
し

や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
も
し
、
利
用
者
が
、
NT
T
東
西
と
相

互
接
続
す
る
音
声
通
話
を
必
要
と
す
る
場
合
、
従
来
ど
お
り

07
0
等
番
号
を
利
用
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。
 

・
こ
の
よ
う
に
、
02
0
番
号
の
新
設
は
、
利
用
者
の
用
途
に
応
じ
て

07
0
等
番
号
ま
た
は

02
0
番
号
を
利
用
す
る
と
い
う
番
号
の
選
択
肢
を
増
や
す
も
の
で
あ
り
、
利
用
者
の
利
便

性
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

・
当
審
議
会
と
し
て
は
、
本
案
は
、
情
報
通
信
審
議
会
で
言
及
の
あ
っ
た
「
02
0
番
号
へ
 

の
移
行
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
負
担
金
の
徴
収
の
 

対
象
外
と
す
る
」
と
い
う
点
を
反
映
し
た
規
定
ぶ
り
と
な
っ
て
お
り
、
現
時
点
に
お
い
て
 

は
、
適
切
な
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

・
ご
指
摘
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
利
用
者
の
利
便
に
関
し
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
 

設
備
と
の
接
続
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
番
号
制
度
の
円
滑
な
利
用
 

に
向
け
て
、
必
要
に
応
じ
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
負
担
金
の
負
担
の
要
否
を
含
 

め
、
総
務
省
に
お
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
適
当
と
考
え
ま
す
。
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平成２８年１１月１８日 

総 務 大 臣 

  山 本 早 苗 殿 

  情報通信行政・郵政行政審議会 

  会 長   多 賀 谷 一 照 

答 申 書（案） 

 平成２８年９月２７日付け諮問第３０８９号をもって諮問された事案について、審議の結果、

下記のとおり答申する。 

記 

１ 本件、電気通信番号規則等の一部改正については、諮問のとおり改正することが適当と認め

られる。 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりである。 
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デ
ー
タ
通

信
を
中

心
と
し
た
携

帯
電

話
サ

ー
ビ
ス
の

急
速

な
需

要
拡

大
に
よ
る
、
携

帯
電

話
番

号
の

不
足

（
枯

渇
）
対

策
が

必
要

。
 


あ
ら
ゆ
る
「
モ
ノ
」
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
る

Io
T
（
In

te
rn

e
t 

o
f 

T
h
in

gs
）
時
代
に
お
い
て
、
需
要
が
さ
ら
に
増
大

す
る
と
見

込
ま
れ

る
M

2
M
（
M

ac
h
in

e
 t

o
 M

ac
h
in

e）
の
特
性
に
対
応
し
た
番
号
制
度
が
必
要

。
 


情

報
通

信
審

議
会

で
は

、
平

成
2
7
年

６
月

か
ら
、
携

帯
電

話
番

号
の

有
効

利
用

に
向

け
た
検

討
を
行

い
、
同

年
1
2
月

、
M

2
M
等

の
利

用
に
つ
い
て
、

0
2
0
番

号
を
解

放
す
る
こ
と
が

適
当

と
の

答
申

（
情

報
通

信
審

議
会

答
申

「
携

帯
電

話
番

号
の

有
効

利
用
に
向
け
た
電
気
通
信
番

号
に
係
る
制
度
の
在
り
方
」）
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
。

 

諮
問

の
背

景
・
概

要
 

背
 
景

 


電

気
通

信
番
号
規
則
（
平
成
９
年
郵
政
省
令

第
8
2号

） 


M
2
M
等

専
用
番
号
と
し
て
、

0
20
番

号
を
創
設

 
 
※

 
現
在
無
線
呼
び
出
し
用
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る

0
2
0
4
番
号
帯
を
除
く
 


基

礎
的

電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交

付
金

及
び
負

担
金
算

定
等
規

則
（平

成
1
4年

総
務
省
令
第

64
号
）
 


M

2
M
等

専
用
番
号

に
つ
い
て
は

ユ
ニ
バ

料
負

担
の

対
象
外

 

（
参

考
：
諮

問
対

象
外
）
 


電

気
通

信
事

業
報
告
規
則
（昭

和
6
3年

郵
政

省
令
第

46
号
）
 


M

2
M
等
専
用
番
号
に
関
す
る
報
告

様
式
の
整
備

 


平
成

９
年

郵
政
省
告
示
第

57
4号

（電
気
通

信
番
号

規
則
の
細
目

を
定

め
た
件

） 


M
2
M
等
専
用
番
号
の
対
象
外
と
な
る
も
の
を
規
定

 


電
気

通
信

事
業
法
関
係
審
査
基
準
（平

成
1
3年

総
務
省

訓
令
第

75
号

） 


M
2
M
等
専
用
番
号
の
申
請
の
た
め
の
、
需
要

見
込
み

算
出
方

法
の
整

備
 

改
正

の
概

要
 

平
成

2
9
年
１
月
１
日

（
予

定
）
 

施
行

期
日
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「
総

務
大

臣
が

特
に
認
め
る
も
の
」

 

M
2
M
等

専
用

番
号

(0
2
0
)の

対
象

と
す
る
サ

ー
ビ
ス
の

範
囲

 

電
気

通
信

番
号

規
則

等
の
一

部
改
正

の
概
要

 
①

 

M
N

O
ユ
ー
ザ

向
け

 
M

2M
サ

ー
ビ
ス

 
M

NO
ユ
ー
ザ
向
け

M
2M

以
外
の
サ
ー
ビ
ス

及
び
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
ユ
ー
ザ
向
け
サ
ー
ビ
ス

 

パ
ケ
ッ
ト
の
み

 

パ
ケ
ッ
ト
＋

SM
S 

パ
ケ
ッ
ト

 
＋

SM
S＋

音
声

 
 

 

対
 
象

 

対
象
（
①
以
外
）

 
対
象
外

（
①
Ｓ
Ｍ
Ｓ
で
あ
っ
て
利
用
者

間
で
送

受
信

を
行

う
も
の

）
 

対
象
（
②
以
外
）

 

対
象
外

（
②
音
声
伝
送
役
務
で
あ
っ
て
、
利
用
者
が

番
号
を
認
識
で
き
る
も
の
又
は
第
一
種
指
定
電
気
通
信

設
備
と
の
間
で
呼
の
接
続
を
行
う
も
の
）

 

対
象
外

 

主 と し て デ ー タ 伝 送 役 務 上 記 以 外 

「
対
象
外
」
と
す
る
も
の

は
、
従

来
ど
お
り
、

07
0番

号
 

①
、
②
の
ほ
か

 
は

対
象

外
 

8



•
既
存

の
携
帯
電
話

番
号

（
0
9
0
/
0
8
0
/
0
7
0
）
と
比
べ
て
、
以
下
の
と
お
り
指

定
要

件
の

緩
和

等
を
行

う
。

 

①
 緊

急
通

報
 
（
要
件
と
せ
ず
）
 

対
象

と
す

る
サ
ー

ビ
ス
は
主

と
し
て
デ

ー
タ
通

信
を
行

う
も
の
で
あ
り
、
直

接
、
音

声
に
よ
る
緊

急
通

報
を
行

う
こ
と
は
想

定
さ
れ
な

い
た
め
、
指

定
要
件
と
し
な
い
。

 

②
 番

号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ

 
（
要
件
と
せ
ず
）
 

現
行

制
度

に
お

い
て
も
デ
ー
タ
通
信
専

用
契
約

は
番

号
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ
ィ
義

務
の
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、

M
2M

等
専
用
番

号
の
創

設
段

階
で
こ
れ
を
義
務
化
す
る
と
事

業
者

の
負

担
が
大

き
く
な
る
こ
と
か
ら
、
当

面
は
指
定
要
件
と
し
な
い
。

 

③
 技

術
基

準
 
（
音
声
通
話
の
品
質
）（

要
件

と
せ

ず
） 

対
象

と
す

る
サ
ー
ビ
ス
は
、
主
に
音
声
を
利

用
す

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
音

声
通

話
の
品
質
は
指
定
要
件
と
は
し
な
い
。

 

④
 第

一
種

指
定
電
気
通
信
設
備
と
接
続
し
な
い

 

音
声

通
話

が
主

た
る
利

用
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
固

定
電

話
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
利

用
者

全
般

と
通

話
す

る
サ
ー

ビ
ス
は

M
2
M
等

専
用

番
号

の
対

象
と
は
し
な
い
。
（
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

の
提

供
に
係

る
交

付
金

及
び

負
担

金
算

定
等

規
則

の
改

正
に
よ
り
ユ
ニ

バ
料

負
担

の
対

象
外
と
す
る
こ
と
を
明
確
化
。
） 

⑤
 基

地
局

免
許
の
保
有

 
（
維
持
）
 

M
2
M
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
に
当
た
り
、
携

帯
電
話

基
地

局
を
含
む

ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
必

要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
の
携
帯
電
話
番

号
（
0
9
0
/0

80
/
07

0
）と

同
様

、
基
地
局
の
保

有
は
指

定
要

件
と
す

る
。

 

指
定

要
件

等
 

電
気

通
信

番
号

規
則

等
の
一

部
改
正

の
概
要

 
②

 

Ｍ
２
Ｍ
等

専
用

番
号

 

•
0
2
0
番
号
帯
（
0
2
0
4
は
除

く
）
 

•
当
初

1
1
桁

 

経
過

措
置

 

既
に
指

定
済

み
の
携
帯
電
話
番
号
（
09

0
/0

8
0/

0
70
）
番
号

は
こ
れ
ま
で
同
様

に
使

用
で
き
る
。
（M

2M
サ
ー
ビ
ス
に
も
使
用
可
） 
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携
帯
・

PH
S
向

け
電
気

通
信

番
号
の

比
較

 

 
0

7
0

/0
8
0

/0
9
0

（
注
１）
 

0
2

0
（
新
設
）
 

対
象

と
な

る
サ

ー
ビ

ス
（
注
２
）
 

・
音
声
通
話
（
制
約
な
し
）
 

- 
N
TT

東
西
網
と
接
続

す
る

音
声

通
話

が
可
能
 

・
S
M
S
（
制
約
な
し
）
 

 ・
デ
ー
タ
通
信
 

・
限
定
的
な
音
声
通
話
（
通
話
先
限
定
、
番
号
認
識
せ
ず
）
 

- 
N
TT

東
西

網
と
接
続
す
る
音
声
通
話
は
不
可
 

・
機
械
と
や
り
と
り
す
る

S
M
S（

例
：
機
器
制
御
用

S
M
S
）
 

- 
人

と
人

と
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
交
換
は
不
可
 

・
デ
ー
タ
通
信
 

電
気

通
信

番
号

規
則

に
規

定
さ

れ
た

指
定

要
件

等
 

・
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
接
続
 

す
る
こ
と
 

・
緊
急
通
報
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

・
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
可
能
で
あ
 

る
こ
と

（
注
４
）
 

・
基
地
局
の
無
線
局
免
許
を
有
す
る
こ
と

 

・
第
一
種
指
定

電
気
通
信
設
備
と
呼
の
接
続
を
行
わ
な
い

こ
と

(
注

３
)  

   ・
基
地
局
の
無
線
局
免
許
を
有
す
る
こ
と
 

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
負

担
金
 

負
担
あ
り
 

負
担
な
し
 

（
注
１
）
利
用
者
の
必
要
と
す
る
用
途
が

0
2
0
番
号

で
扱
え
る
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
新
た
に
指
定
さ
れ
る

0
7
0
番
号

で
は
な
く
、
0
2
0
番
号
又
は
既
に
指

定
済
み
の

0
7
0
/
0
8
0
/
0
9
0
番
号
を
使
用
。
 

（
注
２
）
実
際
に
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
側
の
設
定
等
に
よ
り
、
制
度
的
に
可
能
な
上
記
サ
ー
ビ
ス
に
一
部
制
限
が
か
か
る
可
能
性
あ
り
。
 

（
注
３
）
受
益
者
負
担
の
考
え
方
か
ら
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
負
担
金
の
徴
収
の
対
象
外
と
す
る
に
は
、
N
T
T
東
西
網
と
接
続
す
る
音
声
通
話
を
制
度
的

に

不
可
と
す
る
こ
と
が
必
要
。
 

（
注
４
）
デ
ー
タ
通
信
の
み
の
場
合
は
対
象
外
。
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○
電
気
通
信
番
号
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表 

 
 
 
 

（
傍
線
部
分
又
は
下
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

 

（
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
） 

 

（
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
） 

第
九
条 

端
末
系
伝
送
路
設
備
（
第
十
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
（
第
十
条
の
電
気
通
信
番
号
を
除
く
。
）

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
九
条 

端
末
系
伝
送
路
設
備
（
第
十
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
（
第
十
条
の
電
気
通
信
番
号
を
除
く
。
）

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
特
定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る

利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
で
あ
っ
て
、
次
号

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
無
線
呼
出
し
の
役
務
に
係
る
端
末
系

伝
送
路
設
備
（
第
四
号
の
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）
を
識
別
す
る

た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
総
務
大
臣
が
市
町
村
等
の
区
域
を
勘
案
し
て

別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
と
す
る
。
た
だ
し
、
固
定
端
末
系
伝
送
路

設
備
に
お
い
て
、
別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く

困
難
で
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
他
の
電
気
通
信
番
号
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
特
定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る

利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
で
あ
っ
て
、
次
号

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
無
線
呼
出
し
の
役
務
に
係
る
端
末
系

伝
送
路
設
備
（
第
五
号
の
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）
を
識
別
す
る

た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
総
務
大
臣
が
市
町
村
等
の
区
域
を
勘
案
し
て

別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
と
す
る
。
た
だ
し
、
固
定
端
末
系
伝
送
路

設
備
に
お
い
て
、
別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く

困
難
で
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
他
の
電
気
通
信
番
号
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

二 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

 

三 

携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
次
号
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一

第
六
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
三 

携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め

の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
六
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

三
の
二 

携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
主
と
し
て

デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告

示
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
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第
一
第
六
号
の
二
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

四 
無
線
呼
出
し
の
役
務
（
当
該
役
務
に
係
る
料
金
を
発
信
側
の
者
が
負
担

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の

電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
七
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

四 

無
線
呼
出
し
の
役
務
（
当
該
役
務
に
係
る
料
金
を
発
信
側
の
者
が
負
担

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の

電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
七
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

五 

（
略
） 

 

五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

別
表
第
一
 

別
表
第
一
 

 
第
一
号
～
第
五

号
 
（
略
）
 

第
一
号
～
第
五
号
 
（
略
）
 

第
六
号
（
第
９

条
第
１
項
第
３
号
関
係
）
 

 
第
六
号
（
第
９
条
第
１
項
第
３
号
関
係
）
 

 7
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）
、
8
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ

（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）
又
は
9
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除

く
。
）
 

た
だ
し
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気

通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。
 

  
7
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）
、
8
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ

（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）
又
は
9
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除

く
。
）
 

た
だ
し
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気

通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。
 

 

注
 
英
字
は
、

十
進
数
字
と
す
る
。
 

注
 
英
字
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。
 

第
六
号
の
二
（

第
９
条
第
１
項
第
３
号
の
２
関
係
）
 

 
 

 2
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
及
び
４
を
除
く
。
）
 

た
だ
し
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気

通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。
 

  
 

 

注
 
英
字
は
、

十
進
数
字
と
す
る
。
 

 

第
七
号
（
第
９

条
第
１
項
第
４
号
関
係
）
 

 
第
七
号
（
第
９
条
第
１
項
第
４
号
関
係
）
 

 2
0
4
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
 

た
だ
し
、
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気
通

  
2
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）
 

た
だ
し
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気
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信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。
 

通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。
 

注
 
英
字
は
、

十
進
数
字
と
す
る
。
 

注
 
英
字
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。
 

 
第
八
号
～
第
十

三
号
 
（
略
）
 

 
第
八
号
～
第
十
三
号
 
（
略
）
 

 
 

別
表
第
二
（
第
1
5
条
第
２
項
関
係
）
 

別
表
第
二
（
第
1
5
条
第
２
項
関
係
）
 

 
電
気
通
信
番
号
の

種
別
 

要
件
 

 
 

電
気
通
信
番
号
の

種
別
 

要
件
 

 

 
１
～
６
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

１
～
６
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 

 
７
 
第
９
条
第
１

項
第
３
号
に
規

定
す
る
も
の
 

１
 
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
６
号
に

規
定
す
る
基
地
局
の
無
線
局
免
許
を
有
す
る
電

気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
（
当

該
網
に
係
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通

信
回
線
設
備
に
つ
い
て
、
第
９
条
第
１
項
第
３

号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
設
備
に
適
用

さ
れ
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
が

行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
介
し
て
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号
接
続
を

行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め

る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

３
 
緊
急
通
報
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
（
た
だ

し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除

く
。
）
。
 

 
 

７
 
第
９
条
第
１

項
第
３
号
に
規

定
す
る
も
の
 

１
 
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
６
号
に

規
定
す
る
基
地
局
の
無
線
局
免
許
を
有
す
る
電

気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
（
当

該
網
に
係
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通

信
回
線
設
備
に
つ
い
て
、
第
９
条
第
１
項
第
３

号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
設
備
に
適
用

さ
れ
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
が

行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
介
し
て
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号
接
続
を

行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め

る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

３
 
緊
急
通
報
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
（
た
だ

し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除

く
。
）
。
 

 

13



  
８
 
第
９
条
第
１

項
第
３
号
の
２

に
規
定
す
る
も

の
 

１
 
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
６
号
に

規
定
す
る
基
地
局
の
無
線
局
免
許
を
有
す
る
電

気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介

し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
間
で
第

９
条
第
１
項
第
３
号
の
２
に
規
定
す
る
電
気
通

信
番
号
に
係
る
呼
の
接
続
を
行
わ
な
い
こ
と
。
 

 
 

 
 

 

 
９
 
第
９
条
第
１

項
第
４
号
に
規

定
す
る
も
の
 

１
 
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
７
号
の

２
に
規
定
す
る
無
線
呼
出
局
の
無
線
局
免
許
を

有
す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介

し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号

接
続
を
行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特

に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

 
 

８
 
第
９
条
第
１

項
第
４
号
に
規

定
す
る
も
の
 

１
 
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
７
号
の

２
に
規
定
す
る
無
線
呼
出
局
の
無
線
局
免
許
を

有
す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介

し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号

接
続
を
行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特

に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

 

 
1
0
 
第
９
条
第
１

項
第
５
号
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 
 

９
 
第
９
条
第
１

項
第
５
号
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 

 
1
1
 
第
1
0
条
第
１

項
第
１
号
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 
 

1
0
 
第
1
0
条
第
１

項
第
１
号
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 

 
1
2
 
第
1
0
条
第
１

項
第
２
号
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 
 

1
1
 
第
1
0
条
第
１

項
第
２
号
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 

 
1
3
 
第
1
0
条
第
１

（
略
）
 

 
 

1
2
 
第
1
0
条
第
１

（
略
）
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項
第
３
号
に
規

定
す
る
も
の
 

項
第
３
号
に
規

定
す
る
も
の
 

 
1
4
 
第
1
2
条
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 
 

1
3
 
第
1
2
条
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 

 
1
5
 
第
1
3
条
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 
 

1
4
 
第
1
3
条
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 

 
注
１
～
４
 
（

略
）
 

 
注
１
～
４
 
（
略
）
 

 
 

  
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
番
号
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
の
規
定
は
当
分
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 
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○
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

別
表
第
1
1
（
第
2
5
条
関
係
）
 

別
表
第
1
1
（
第
2
5
条
関
係
）
 

 
電
気
通
信
番
号
の
種
別
 

対
象
と
な
る
電
気
通
信
番
号
 

 
 

電
気
通
信

番
号
の
種
別
 

対
象
と
な
る
電
気
通
信
番
号
 

 

 
１
～
４
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

１
～
４
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 

 
５
 
電
気
通
信
番
号
規
則
第
９
条

第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
番
号
 

7
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
、
8
0
Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
又
は
9
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
 

 
 

５
 
電
気
通
信
番
号
規
則
第
９
条

第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
番
号
 

7
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
、
8
0
Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
又
は
9
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
 

 

 
６
 
電
気
通
信
番
号
規
則
第
９
条

第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
番
号
 

2
0
4
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
 

 
 

６
 
電
気
通
信
番
号
規
則
第
９
条

第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
番
号
 

2
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
 

 

 
７
～
1
0
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

７
～
1
0
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 

注
１
～
注
２
 

（
略
）
 

注
１
～
注
２
 
（
略
）
 

 
 

  
 
 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

16



 

○
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

様
式
第
2
8（

第
８
条
関

係
）
 

様
式
第
2
8（

第
８
条
関
係
）
 

第
１
表

 
（
略
）
 

第
１
表
 
（
略
）
 

第
２
表
 

第
２
表
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
気
通

信
番

号
の

使
用

状
況
報

告
（
０
Ａ
Ｂ
～
Ｊ
番
号
以
外
）
 

 
 

 
 

電
気
通
信
番
号
の
使
用
状
況
報
告
（
０
Ａ
Ｂ
～
Ｊ
番
号
以
外
）
 

 
 

 
 

年
３
月
3
1日

現
在
 
 

 
 

 
年
３
月
3
1日

現
在
 
 

 

 
 

事
業
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
事
業
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

電
気
通
信
番

号
の
種
別
 

番
号

使
用
数
 

番
号
未

使
用
数
 

番
号

休
止
数
 

番
号
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ

ィ
に
係
る

番
号
使
用

数
 

Ｆ
Ｍ
Ｃ
サ

ー
ビ
ス
に

係
る
番
号

使
用
数
 

 
 

 
 

電
気
通
信
番

号
の
種
別
 

番
号

使
用
数
 

番
号
未

使
用
数
 

番
号

休
止
数
 

番
号
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ

ィ
に
係
る

番
号
使
用

数
 

Ｆ
Ｍ
Ｃ
サ

ー
ビ
ス
に

係
る
番
号

使
用
数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
注
１
 
電
気
通
信
番

号
規
則

第
９

条
第

１
項

第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
及
び
第
1
0条

第
１

項
各
号
に
規
定
す

る
電

気
通
信

番
号

に
つ

い
て

記
載
す
る
こ
と
。
 

 
注
１
 
電
気
通
信
番
号
規
則

第
９
条
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
及
び
第
1
0条

第
１

項
各
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
番
号
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
２
 
「
電
気
通
信

番
号
の

種
別

」
の

欄
は

、
「
0
7
0／

0
8
0
／
0
9
0」

、
「
0
2
0Ｃ

」

（
電
気
通
信

番
号

規
則

第
９
条

第
１

項
第
３
号
の
２
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番

号
）
、
「
02
0
4」

（
電

気
通
信

番
号

規
則

第
９
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
電

 
 
２
 
「
電
気
通
信
番
号
の
種
別
」
の
欄
は
、
「
0
7
0／

0
8
0
／
0
9
0」

、
「
0
2
0」

、

「
8
8
1」

、
「
0
91
」
、
「
06
0」

、
「
0
5
0」

又
は
「
0
Ａ
Ｂ
0」

を
記
載
す
る
こ
と
。
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気
通
信
番
号
）
、
「
88
1
」
、
「
0
9
1」

、
「
0
60
」
、
「
05
0」

又
は
「
0Ａ

Ｂ
0 」

を
記
載
す
る

こ
と
。
 

３
～
８

 
（
略
）
 

３
～
８
 
（
略
）
 

第
３
表
 
（
略
）
 

第
３
表
 
（
略
）
 

 
 

様
式
第
2
9（

第
９
条
関

係
）
 

様
式
第
2
9（

第
９
条
関
係
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
気
通

信
番

号
の

使
用

状
況
報
告
等
 

 
 

 
 

電
気
通
信
番
号
の
使
用
状
況
報
告
等
 

 
 

 
 

年
 
 
月
末
現
在
 
 

 
 

 
年
 
 
月
末
現
在
 
 

 

 
 

事
業
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
事
業
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

電
気
通
信
番

号
の
種
別
 

電
気
通
信

番
号
 

自
社
が

指
定

を
受

け
た
電

気
通

信
番

号
 

他
事
業
者
が

指
定
を
受
け

た
電
気
通
信

番
号
 

(4) 
算
定

対
象
電

気
通
信

番
号
数
 

(1)－
(2)

＋
(3) 

 
 

 
 

電
気
通
信
番

号
の
種
別
 

電
気
通
信

番
号
 

 

自
社
が
指
定
を
受

け
た
電
気
通
信
番

号
 

他
事
業
者
が

指
定
を
受
け

た
電
気
通
信

番
号
 

(4) 
算
定

対
象
電

気
通
信

番
号
数
 

(1)－
(2)

＋
(3) 

 
 

 
 

(1) 
番
号

使
用
数
 

(3) 
番

号
ポ

ー
タ

ビ
リ

テ
ィ

に
よ

り
自

社
の

最
終

利
用

者
に

用
い

ら
れ

て
い

る
も
の
 

 
 

 
 

(1) 
番
号
使
用
数
 

(3) 
番
号
ポ

ー
タ
ビ
リ

テ
ィ
に
よ

り
自
社
の

最
終
利
用

者
に
用
い

ら
れ
て
い

る
も
の
 

 
 

 
 

 
(2) 

う
ち

呼

転
送
機
能

等
に
よ
り

最
終
利
用

者
に
見
え

な
い
形
で

用
い
ら
れ

て
い
る
も

の
 

 
 

 
 

 
(2) 

う
ち
呼

転
送
機
能

等
に
よ
り

最
終
利
用

者
に
見
え

な
い
形
で

用
い
ら
れ

て
い
る
も

の
 

 
 

 
 

１
～
４

 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
～
４

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
 
電
気
通

7
0
、
80
又

 
 

 
 

 
 

 
 

５
 
電
気
通

7
0
、
80
又
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信
番
号
規

則
第
９
条

第
１
項
第

３
号
の
電

気
通
信
番

号
 

は
9
0か

ら

始
ま
る
電

気
通
信
番

号
 

信
番
号
規

則
第
９
条

第
１
項
第

３
号
の
電

気
通
信
番

号
 

は
9
0か

ら

始
ま
る
電

気
通
信
番

号
 

 
 

６
 
電
気
通

信
番
号
規

則
第
９
条

第
１
項

第

４
号
の
電

気
通
信
番

号
 

2
0
4 か

ら

始
ま
る
電

気
通
信
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

６
 
電
気
通

信
番
号
規

則
第
９
条

第
１
項
第

４
号
の
電

気
通
信
番

号
 

2
0 か

ら
始

ま
る
電
気

通
信
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

７
～
10
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

７
～
10
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
１
～
５
 
（
略

）
 

注
１
～
５
 
（
略
）
 

 
 

  
 
 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
平
成
九
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
七
十
四
号
（
電
気
通
信
番
号
規
則
の
細
目
を
定
め
た
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

改 

正 

前 

第
一
条
（
略
） 

 

第
一
条
の
二 

規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も

の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
（
携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
係
る
端
末
系
伝
送
路

設
備
と
接
続
さ
れ
た
端
末
設
備
間
に
お
い
て
、
電
気
通
信
番
号
を
接
続
の
た
め
に
用
い

て
通
信
文
そ
の
他
の
情
報
を
伝
達
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。）
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
利
用
者
間
で
送
受
信
を
行
う
も
の
の
提
供
の
用

に
供
す
る
も
の 

 
 

二 

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
役
務
の
う
ち
当
該
役

務
の
利
用
者
（
特
定
の
利
用
者
を
除
く
。）
が
当
該
役
務
を
利
用
す
る
際
、
電
気
通
信
番

号
を
認
識
で
き
る
も
の
又
は
直
接
若
し
く
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介
し
て
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
間
で
呼
の
接
続
を
行
う
も
の
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も

の 

 
 

三 

そ
の
他
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
も
の 

 

第
二
条
～
第
四
条
（
略
） 

第
一
条
（
略
） 

               

第
二
条
～
第
四
条
（
略
） 

 別
表

第
一
号
 
～
 別

表
第
三
号
（
略
）
 

 

 別
表
第
一
号
 
～
 別

表
第
三
号
（
略
）
 

 

  
 

 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
電
気
通
信
事
業
法
関
係
審
査
基
準
（
平
成
１
３
年
総
務
省
訓
令
第
７
５
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令
案
新
旧
対
照
表
（
下
線
部
は
変
更
箇
所
を
示
す
。
）
 

改
 
正
 
案

 
現
 
行

 

別
紙
２

 
 

電
気
通
信
番
号
指
定
基
準

 
  

本
指

定
基

準
は

、
番

号
規
則

第
１
６

条
に

示
す
電

気
通
信

番
号
の

指
定
に

適
用

す

る
。

 
 

需
要

の
見

込
み

及
び

必
要
と

す
る
電

気
通
信

番
号

の
数
は

、
次
の

算
出
方

法
に

よ

り
算

出
し

た
も
の

で
あ

る
こ
と

。
た
だ

し
、

初
め
て

申
請
を

行
う
事

業
者

の
場
合

、

電
気

通
信

役
務
の

提
供

に
関
す

る
特
別

な
需

要
に
基

づ
く
申

請
を
行

う
事
業

者
の

場

合
等
、
こ
の
算
出
方
法
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
１
 

（
略
）

 
２
 

番
号
規
則

第
９

条
第

１
項

第
３
号

注  
（

１
）

 
需

要
の

見
込

み
＝
（

使
用
し

て
い

る
電
気

通
信
番

号
の
数

＋
需
要

の
増

加

見
込
み
）
÷
使
用
率

 
需

要
の

増
加

見
込
み

＝
直

近
３

ヶ
月

間
の

加
入
者

と
契

約
し

て
い

る
番

号
の
増
加
数
÷
３
ヶ
月
×
１
３
ヶ
月

 
使
用
率
＝
０
．
８
５

 
 （

２
）

 
新

た
に

必
要

な
電
気

通
信
番

号
の

数
＝

（
需

要
の

見
込
み

－
指
定

済
み

電

気
通

信
番

号
の

数
×

１
０

万
）

÷
１

０
万
 

 

別
紙
２

 
 

電
気
通
信
番
号
指
定
基
準

 
  

本
指
定

基
準
は

、
番

号
規
則

第
１
６

条
に
示

す
電

気
通
信

番
号
の

指
定
に

適
用

す

る
。

 
 

需
要
の

見
込
み

及
び

必
要
と

す
る
電

気
通
信

番
号

の
数
は

、
次
の

算
出
方

法
に

よ

り
算

出
し

た
も
の

で
あ

る
こ
と

。
た
だ

し
、
初

め
て

申
請
を

行
う
事

業
者

の
場
合

、

電
気

通
信

役
務
の

提
供

に
関
す

る
特
別

な
需
要

に
基

づ
く
申

請
を
行

う
事
業

者
の

場

合
等
、
こ
の
算
出
方
法
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
１
 
（
略
）

 
２
 
番
号
規
則
第
９
条
第
１
項
第
３
号

注  
（

１
）

 
需

要
の

見
込

み
＝
（

使
用
し

て
い
る

電
気

通
信
番

号
の
数

＋
需
要

の
増

加

見
込
み
）
÷
使
用
率

 
需

要
の

増
加

見
込
み

＝
直

近
３

ヶ
月

間
の

加
入
者

と
契

約
し

て
い

る
番

号
の
増
加
数
÷
３
ヶ
月
×
１
３
ヶ
月

 
使
用
率
＝

０
．
８
５

 
 （

２
）

 
新

た
に

必
要

な
電
気

通
信
番

号
の
数

＝
（

需
要
の

見
込
み

－
指
定

済
み

電

気
通

信
番

号
の

数
×

１
０

万
）

÷
１

０
万
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注

 
 

電
気

通
信
番

号
の
指
定

は
、

当
該

指
定
を

受
け
よ
う

と
す

る
電

気
通
信

事
業

者
が

現
に
指

定
を

受
け
て

い
る

電
気

通
信

番
号

の
う
ち

、
７

５
％
以

上
の
も
の
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 ３
 

番
号
規
則
第
９
条
第
１
項
第
３

号
の
２
 

（
１

）
 

需
要
の

見
込

み
＝
（

使
用

し
て
い

る
電

気
通
信
番

号
の

数
＋
需

要
の

増
加

見
込
み
）

÷
使
用
率
 

需
要

の
増

加
見
込

み
＝

（
加
入

者
と
契

約
し
て

い
る

番
号
に

つ
い
て

、

申
請

月
か

ら
２

４
ヶ

月
後

ま
で

の
間

に
見

込
ま

れ

る
増
加
数

注
）
 

使
用
率
＝
０
．
８
５
 

 （
２

）
 

新
た
に

必
要

な
電
気

通
信

番
号
の

数
＝

（
需
要
の

見
込

み
－
指

定
済

み
電

気
通

信
番

号
の

数
×

１
０

万
）

÷
１

０
万
 

 

注
 
 

申
請
を

行
う

事
業

者
に

よ
る

申
告
値

と
す

る
が

、
十

分
な
算

出
根

拠
が

示
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
 

 ４
 
上
記
以
外
 

（
１

）
 

需
要
の

見
込

み
＝
（

使
用
し

て
い

る
電
気

通
信
番

号
の
数

＋
需
要

の
増

加

見
込
み
）
÷
使
用
率

 
需

要
の

増
加

見
込

み
＝

直
近
３

ヶ
月

間
注

１
の

加
入

者
と
契

約
し

て
い

る
番

号
の

増
加
数
÷
３
ヶ
月

注
１
×
１
３
ヶ
月

注
１  

使
用
率

注
２
≦
１

 

注
 

 
電
気

通
信
番

号
の
指
定

は
、

当
該

指
定
を

受
け
よ
う

と
す

る
電

気
通
信

事
業

者
が

現
に
指

定
を

受
け
て

い
る

電
気

通
信

番
号

の
う
ち

、
７

５
％
以

上
の
も
の
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

                ３
 
上
記
以
外
 

（
１

）
 

需
要
の

見
込

み
＝
（

使
用
し

て
い
る

電
気

通
信
番

号
の
数

＋
需
要

の
増

加

見
込
み
）
÷
使
用
率

 
需

要
の

増
加

見
込

み
＝

直
近
３

ヶ
月

間
注

１
の

加
入

者
と

契
約

し
て

い

る
番
号
の

増
加
数
÷
３
ヶ
月

注
１
×
１
３
ヶ
月

注
１  

使
用
率

注
２
≦
１
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（
２

）
 

新
た
に

必
要

な
電
気

通
信
番

号
の

数
＝

（
需

要
の

見
込
み

－
指
定

済
み

電

気
通

信
番

号
の

数
×

最
大

払
い

出
し

数
注

３
）
÷
最
大
払
い
出
し
数

注
３
 

注
１

 
必
要

と
す
る

電
気
通
信

番
号

の
数

が
必
要

最
小
限
と

な
る

よ
う

算
定
期

間
（

需
要

の
見
込

み
を

算
定
す

る
た

め
の

基
準

と
す

る
期
間

）
を

短
く
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

注
２

 
申
請

に
係
る

電
気
通

信
番

号
に
よ

っ
て
、

必
要
と
す

る
電

気
通

信
番
号

の
数
が
必
要
最
小
限
と
な
る
よ
う
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

注
３

 
１
の

事
業
者

識
別
番

号
で

加
入
者

に
割
り

当
て
る
こ

と
が

で
き

る
最
大

数
を
指
す
。
 

（
２

）
 

新
た
に

必
要

な
電
気

通
信
番

号
の
数

＝
（

需
要
の

見
込
み

－
指
定

済
み

電

気
通

信
番

号
の

数
×

最
大

払
い

出
し

数
注
３
）
÷
最
大
払
い
出
し
数

注
３
 

注
１

 
必
要

と
す
る

電
気
通
信

番
号

の
数

が
必
要

最
小
限
と

な
る

よ
う

算
定
期

間
（

需
要

の
見
込

み
を

算
定
す

る
た

め
の

基
準

と
す

る
期
間

）
を

短
く
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

注
２

 
申
請

に
係
る

電
気
通

信
番

号
に
よ

っ
て
、

必
要
と
す

る
電

気
通

信
番
号

の
数
が
必
要
最
小
限
と
な
る
よ
う
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

注
３

 
１
の

事
業
者

識
別

番
号

で
加

入
者

に
割
り

当
て
る
こ

と
が

で
き

る
最
大

数
を
指
す
。
 

 
 
 
附
 
則

こ
の
訓
令
は
、

平
成
２
９
年
１
月
１
日
か
ら

施
行
す
る
。
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